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太宰府市議会
議 長 大田勝義 様

太宰府市議会携帯電話中 問題特別委員会
、委員長 福廣和美 様

「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛争防止条例」の「薗 に関する
意 見 書

平成23年 12月 19日の平成23年太宰府市議会第4回(12月)定例会におきまして修正可
決されました、議会発議による「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛争防止条
JJ」 は、市長が暉欄日に付す事態に至りましこ
今般市長から市議会議長宛てに提出された「再議書」の二つの「理由Jは、押鳴却成立の要

件としう観点からは、以下のように甚だ大きな       のと考えます。

第一の理由は、既に市には「太宰府市携帯電話基地局設置に力締る住民紛争等の防止に
向けた実施方針」が存在する故、それ以外の条例睦制定する必要がない、とするものです。し
かし この「実施方針Jは、いつ、どの様な経緯を経て決め数 も鋤 沼K不明で、ましてや住
民・市民への情報公開やその意見聴取を     りません。つまり、これは行政執行部内
の単なる申し合わせ事項で、内部的な拘束力裁 ないと推闘 、自治体法務として、条例と
較べるべれ のではありません。
第二の理由は、条例制趨司にり携帯電話基地局の整備に摯 たす製躙湖飯塾珈る、と

しうものです。その想定の根拠は泰 れず、条例制定の意図。目的を曲解し それが市民生活
に不便・危険を及鯖 ヒ誇大に述べ立てたに過ぎず、印鳴翻の理由としては、蟹 的外れであ
り、証 考えます。

印霧麹は、二元代表制としう地方自治、ひいては民主主義の帳爵に関わるものとして、その
適用には十三分に慎逮を期すこが 不可欠です。つまり、印鳴麹に付す理由の妥当性と説得
性が、印覇翻成立の重要な要件であり、それを満たさない場合は、「早鳴麹の濫用として、厳し
く排賊 くてはなりません。
今般の印畷畑が、上記二つの理由をもって成立するのか否かの判断は、議会または市長の

一方に委ね張 ものではありません。市議会におかれましては、市長からの卿嚇麹の理由の
妥当性・説得性を精査・吟味の上、「F曝翻成立に疑義ありの立場で、地方自治法にしう地 方
公共団体の機関相互の間の紛争」として、自治紛争処理委員に調停申請され、その過程にお
いて、本案件を住民・市民に対し資料こ情報公賠 泌 よう1雇墨し政:お 、

以上
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